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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成22年2月18日(2010.2.18)

【公表番号】特表2009-520210(P2009-520210A)
【公表日】平成21年5月21日(2009.5.21)
【年通号数】公開・登録公報2009-020
【出願番号】特願2008-547420(P2008-547420)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  27/62     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  30/72     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  30/88     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  27/62    　　　Ｄ
   Ｇ０１Ｎ  27/62    　　　Ｘ
   Ｇ０１Ｎ  27/62    　　　Ｖ
   Ｇ０１Ｎ  30/72    　　　Ｇ
   Ｇ０１Ｎ  30/88    　　　Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成21年12月18日(2009.12.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数種の少なくとも１つの特徴を決定する方法であって、下記工程：
　少なくとも第１及び第２の相を包含する水性分配系に複数種を曝露すること；
　質量スペクトル分析を使用して、水性分配系の第１の相に関連する１つ以上の種の第１
の試料から累積スペクトル情報を含む第１のスペクトルデータパターンを得ること；
　質量スペクトル分析を使用して、以下のもの、即ち（１）水性分配系の第２の相に関連
する１つ以上の種の第２の試料、又は（２）曝露工程の前の複数種の一部分、の１つ以上
から第２のスペクトルデータパターンを得ること；及び、
　第１のスペクトルデータパターンの少なくとも一部分を第２のスペクトルデータパター
ンの少なくとも一部分と比較することにより複数種の少なくとも１つの特徴を決定するこ
と；
を含む、方法。
【請求項２】
水性分配系に少なくとも１つの種を曝露した後に、複数種における少なくとも１つの種の
アイデンティティーを決定することなく方法を実施することを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
水性分配系に複数種を曝露した後に、複数種の何れかのレベル、存在度、濃度及び／又は
アイデンティティーを決定することなく方法を実施することを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項４】
水性分配系に複数種を曝露した後に、複数種の何れかのレベル、存在度、濃度及び／又は
アイデンティティーに関する情報を使用することなく方法を実施することを含む、請求項
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１に記載の方法。
【請求項５】
水性分配系に少なくとも１つの種を曝露する前に、複数種における少なくとも１つの種の
アイデンティティーを決定することなく方法を実施することを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項６】
水性分配系に複数種を曝露する前に、複数種の何れかのレベル、存在度、濃度及び／又は
アイデンティティーを決定することなく方法を実施することを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項７】
水性分配系に複数種を曝露する前に、複数種の何れかのレベル、存在度、濃度及び／又は
アイデンティティーに関する情報を使用することなく方法を実施することを含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項８】
水性分配系に少なくとも１つの種を曝露する前又は後に、複数種における少なくとも１つ
の種のアイデンティティーを決定することなく方法を実施することを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項９】
水性分配系に複数種を曝露する前又は後に、複数種の何れかのレベル、存在度、濃度及び
／又はアイデンティティーを決定することなく方法を実施することを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項１０】
水性分配系に複数種を曝露する前又は後に、複数種の何れかのレベル、存在度、濃度及び
／又はアイデンティティーに関する情報を使用することなく方法を実施することを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
水性多相分配系が少なくとも３つの相を含有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
下記工程：
　第１のスペクトルデータパターンと第２のスペクトルデータパターンとを比較すること
により比較パターンを定義すること；及び、
　比較パターンをレファレンスパターンと比較することにより少なくとも１つの特徴を決
定すること；
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
比較の作業が、少なくとも２つのデータパターンのポイント・バイ・ポイントの比較にお
いて、第１のスペクトルデータパターンの少なくとも一部分を第２のスペクトルデータパ
ターンの少なくとも一部分と比較することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
水性分配系への複数種の曝露の作業の前に複数種をまず分画する、請求項１に記載の方法
。
【請求項１５】
複数種が患者から生じるものである、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
第２のデータパターンが対照である、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
第１のスペクトルデータパターンを得る作業より前に一定期間、第２のデータパターンを
電子的に格納する、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
第１の相と第２の相との間で複数種のある種の分配係数を決定することなく、第１及び第
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２のデータパターンを比較する、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
複数種が異なる化学組成の複数種を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
複数種が同一の化学組成の複数種を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
複数種が構造的な相違に基づいて第１の相と第２の相との間で分配する、請求項１に記載
の方法。
【請求項２２】
比較の作業が生物学的系の状態を決定するために第１のスペクトルデータパターンの少な
くとも一部分を第２のスペクトルデータパターンの少なくとも一部分と比較することを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
状態が生理学的状態である、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
第２のデータパターンが一有機体の未知の状態を示す試料を表すものであり、そして第２
のデータパターンが有機体の正常な状態及び異常な状態の両方を示す試料から誘導される
、請求項１に記載の方法。
【請求項２５】
第１の試料及び第２の試料を、同時に一有機体から採取する、請求項１に記載の方法。
【請求項２６】
第１の試料及び第２の試料を、異なる時間に一有機体から採取する、請求項１に記載の方
法。
【請求項２７】
第１の試料及び第２の試料を、同一個体の生物学的有機体から採取する、請求項１に記載
の方法。
【請求項２８】
第１の試料及び第２の試料を、ある生理学的状態を有する同一個体から採取する、請求項
１に記載の方法。
【請求項２９】
第１の試料及び第２の試料を、ある生理学的状態を有する異なる個体から採取する、請求
項１に記載の方法。
【請求項３０】
複数種の何れかの化学的アイデンティティー又は生物学的アイデンティティーを決定する
ことなく方法を実施する、請求項１に記載の方法。
【請求項３１】
水性分配系の少なくとも１つの相が水性である、請求項１に記載の方法。
【請求項３２】
水性分配系の各相が水性である、請求項１に記載の方法。
【請求項３３】
少なくとも１つの相が重合体を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３４】
少なくとも１つの相が塩を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３５】
少なくとも１つの相が界面活性剤を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３６】
複数種の少なくとも１つの種が生体分子である、請求項１に記載の方法。
【請求項３７】
複数種の少なくとも１つの種が蛋白である、請求項１に記載の方法。
【請求項３８】
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複数種の少なくとも１つの種が医学的状態に関する被疑マーカーである、請求項１に記載
の方法。
【請求項３９】
複数種の少なくとも１つの特徴を決定する方法であって、下記工程：
　少なくとも第１及び第２の相を包含する水性分配系に複数種を曝露すること；
　水性分配系の第１の相に関連する１つ以上の種の第１の試料から累積情報を含む第１の
データパターンを得ること；
　以下のもの、即ち（１）水性分配系の第２の相に関連する１つ以上の種の第２の試料、
又は（２）曝露行程の前の複数種の一部分、の１つ以上を処置することにより累積情報を
含む第２のデータパターンを得ること；及び、
　第１のデータパターンの少なくとも一部分を第２のデータパターンの少なくとも一部分
と比較することにより複数種の少なくとも１つの特徴を決定すること；
を含む、方法。
【請求項４０】
第１のデータパターンを得る作業が、第１の試料に関連するデータを数学的に処理して第
１のデータパターンを得るすることを含む、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
第１のデータパターンの少なくとも一部分を第２のデータパターンの少なくとも一部分と
比較する作業が、第１及び第２の試料に関連するデータを数学的に処理することを含む、
請求項３９に記載の方法。
【請求項４２】
少なくとも１つの特徴を決定する前に第１のデータパターン及び第２のデータパターンの
少なくとも１つを数学的に処理する、請求項３９に記載の方法。
【請求項４３】
第１のデータパターンを得る作業が、質量スペクトル分析を用いて第１の試料を処置する
ことである、請求項３９に記載の方法。
【請求項４４】
第２のデータパターンを得る作業が、質量スペクトル分析を用いて第１の試料を処置する
ことである、請求項３９に記載の方法。
【請求項４５】
第１のデータパターンを得る作業が、クロマトグラフィーを用いて第１の試料を処置する
ことである、請求項３９に記載の方法。
【請求項４６】
第２のデータパターンを得る作業が、クロマトグラフィーを用いて第１の試料を処置する
ことである、請求項３９に記載の方法。
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